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本章では、第７章で設定した施策の達成状況を把握するため、目標値を設定するとともに、本
計画の進行管理及び計画の運用にあたっての届出制度について示します。  

 

９－１ 目標値について 

（１）都市計画運用指針における基本的な考え方 

立地適正化計画の必要性や妥当性を市民等の関係者に客観的かつ定量的に提示
する観点からも、あらかじめ立地適正化計画の作成にあたり、解決しようとする都市の
抱える課題、例えば、生活利便性、健康福祉、行政運営等の観点から、立地適正化計画
に基づき実施される施策の有効性を評価するための指標及びその目標値を設定す
ることが望ましい。 

また、立地適正化計画の評価にあたり、当該目標値の達成状況や効果の発現状況
等について適切にモニタリングしながら、分析及び評価することが望ましい。 

基本的な目標値としては、例えば居住誘導区域内の人口密度や公共交通利用者
数などは積極的に位置付けるべきであり、地価や歩行量など住民が実感しやすい目標
についても設定することが有効である。この際、実態にそぐわない高い水準の目標値と
ならないよう、客観的なデータに基づき合理的な目標値の設定とすることが重要である。 

 
 

（２）本計画における目標値設定の考え方 

上記の考え方を踏まえ、本市においては、立地適正化計画の方針や誘導施策を踏まえ、そ
れらの達成状況を評価する指標と目標値を設定し、本計画を適切に管理していきます。 

 目標値については、「居住誘導」、「都市機能誘導」、「公共交通・ウォーカブル」の観点に基
づき設定します。 
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（３）目標値の設定 

①「居住誘導」に関する目標値 
目標指標 現状値（R２） 目標値（R25） 

居居住住誘誘導導区区域域内内のの人人口口密密度度  ４４４４..５５人人//ｈｈａａ  4455..00 人人//ｈｈａａ  

【設定の目的】 

  生活サービス施設や公共交通の利用環境を将来にわたり維持していくためには、サービ
スを下支えする一定の人口集積を図り、密度の経済を発揮していく必要があります。そのた
め、居住誘導区域内の人口密度を目標指標に設定します。 

【目標値設定の考え方】 

  令和２年の国勢調査時点の居住誘導区域内の人口密度は４４.５人/ｈａとなっており、今
後も人口減少が進むことが予測されますが、居住誘導区域内におけるにぎわいや利便性
を生み出すための施策を推進し、移動しやすい環境整備や防災に対する安全性を高める
ことで、居住誘導区域内の人口密度の増加を目指すものとします。 

【算出・把握方法】 

現状及び目標年度（本計画の目標年次直近の国勢調査時点）における居住誘導区域内 
の人口を、居住誘導区域の面積で除して人口密度を算出します。 

 
➁➁「都市機能誘導」に関する目標値 

目標指標 現状値（R４） 目標値（R25） 
各各拠拠点点のの都都市市機機能能誘誘導導区区域域ににおおけけるる誘誘導導施施
設設のの立立地地数数  

６６２２施施設設  ７７００施施設設  

【設定の目的】 

  佐賀駅周辺においては、中央大通り及び佐賀駅～ＳＡＧＡサンライズパーク間を中心とす
る都市機能誘導区域において、既存の都市機能を維持し利便性を確保していくとともに、
低未利用地等へ多様な都市機能を誘導し、中心市街地としてさらに発展させていくことが
期待されています。 

  また、諸富地域拠点及び大和地域拠点においては、将来にわたり地域住民の生活利便
性を確保するため、生活に必要な施設を維持するとともに、さらなる利便性の向上に向けて、
新たに都市機能を誘導していくことが求められています。 

そのため、各拠点に設定した都市機能誘導区域における誘導施設の立地数を目標指標
に設定します。 

【目標値設定の考え方】 

  人口減少・少子高齢化等を背景に、今後は各種都市機能の撤退も懸念されますが、生活
利便性やにぎわいを維持し、中心市街地としての魅力をさらに高めていく観点から、現状
値以上を目指すものとします。 

【算出・把握方法】 

現状及び目標年度において、各拠点における都市機能誘導区域に定めた誘導施設の立 
地数を確認します。 
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③「公共交通・ウォーカブル」に関する目標値 
目標指標 現状値（Ｒ１） 目標値（R25） 

中中心心拠拠点点とと地地域域拠拠点点をを結結ぶぶ路路線線ババススのの  
利利用用者者数数  

22,,005599,,000000 人人//年年  22,,005599,,000000 人人//年年  

【設定の目的】 

  コンパクトなまちづくりを推進していくためには、多様な都市機能が集積する中心拠点と
日常の暮らしを支える地域拠点間において、路線バス等の公共交通ネットワークを維持・
充実するとともに、拠点間の円滑な移動を実現することで、中心市街地や地域を活性化し
ていくことが必要です。そのため、中心拠点と地域拠点を結ぶ路線バスの利用者数を目標
指標に設定します。 

【目標値設定の考え方】 

  直近の令和３年の利用者数は１，５８０，０００人となっていますが、人々の移動に大きな影
響を与えた新型コロナウイルスがまん延する前の令和元年を確認すると、２，０５９，０００人
となっています。 

  本市では今後も人口減少が続くことが予測されていますが、このような状況下においても
将来にわたり拠点間を結ぶ路線バスを維持していく観点から、令和元年の利用者数（２，０
５９，０００人）の維持を目指すものとします。 

【算出・把握方法】 

目標年度において、バス事業者からの提供資料に基づき、中心拠点と地域拠点を結ぶ路 
線バスの利用者数を確認します。 

 
目標指標 現状値（R4） 目標値（R25） 

中中心心市市街街地地ににおおけけるる主主要要商商店店街街のの歩歩行行者者
通通行行量量  

５５22,,116688 人人  110000,,000000 人人  

【設定の目的】 

  佐賀駅周辺の中心市街地等において、ウォーカブルなまちづくりを推進していくためには、
多様な人々がまちなかで滞在・回遊し、交流やにぎわいを生み出していくことが必要です。
そのため、中心市街地における主要商店街の歩行者通行量を目標指標に設定します。 

【目標値設定の考え方】 

  令和４年の調査（年間４日間、12 箇所で計測）においては、52,168 人となっています。 
市では、現在、中央大通り及び佐賀駅～ＳＡＧＡサンライズパーク間の新たな南北軸の強 
化に取り組んでおり、さらなるにぎわいを創出していくことが期待されていることから、中心
市街地における歩行者通行量の増加を目指すものとします。 

なお、目標値については、「都市再生整備計画 佐賀市中心市街地地区（令和２年度～ 
令和６年度）」の目標値に掲げられている「１００，０００人」を持続させていくことを目指すも
のとします。 

【算出・把握方法】 

目標年度において、平成３０年度に実施した調査と同様の方法・地点で、歩行者の通行 
量を確認します。 

 

 

※数値は年間４日間、12 箇所の計測値 
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９－２ 計画の進行管理 

  都市計画運⽤指針では、本計画の進⾏管理について、以下のような考えが⽰されていま 
す。  

 

   市町村は、⽴地適正化計画を策定した場合においては、おおむね５年毎に計画に
記載された施策・事業の実施状況について調査、分析及び評価を⾏い、⽴地適正
化計画の進捗状況や妥当性等を精査、検討するべきである。 

 

  上記の考え方を踏まえ、本市においても、ＰＤＣＡサイクルの考え⽅に基づき、本計画の計
画期間である令和６年〜令和２５年にかけて、おおむね５年ごとに評価指標の調査、分析に
よる評価を⾏い、必要に応じて、本計画の⾒直しを検討します。なお、本計画の評価を⾏う
際は、「佐賀市都市計画マスタープラン」、「佐賀市地域公共交通計画」等の上位・関連計
画と連携を図るとともに、評価結果については都市計画審議会等への報告、 市ホームペー
ジ等での周知を⾏います。 また、社会情勢の変化や上位関連計画の⾒直し等により、本計
画の⾒直しが必要となった場合は、適切に⾒直しを⾏います。 進⾏管理にあたっては、⽬
標指標において設定した目標値を活⽤し、これらの達成状況の確認を⾏います。 

 

【ＰＤＣＡサイクルのイメージ】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●立地適正化計画の策定 

 Plan 
 計画 

 Do 
 実行 

Check 
 評価 

  Act   
 見直し 

●各種施策の推進 

●達成状況、ニーズの変化に 

応じた施策の改善 

●目標達成状況を検証・評価 

・本計画の適正な見直し 
・実施施策の質的向上 

【都市計画審議会、市民・事業者等との連携】 
◇定期的な都市計画審議会への報告等による外部評価 
◇成果や課題を市民・事業者と共有 
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９－３ 届出制度 

（１）届出制度について 

  都市再⽣特別措置法第８８条または第１０８条の規定に基づき、都市機能誘導区域外ま
たは居住誘導区域外において、以下の開発⾏為や建築等⾏為を⾏う場合に、これらの⾏
為に着⼿する⽇の３０⽇前までに⾏為の種類や場所等について、市⻑への届出が義務付
けられています。また、住宅等の⽴地の誘導を図る上で⽀障がある場合、必要に応じて勧
告を⾏う場合があります。 

  さらに、都市再⽣特別措置法第１０８条の２の規定に基づき、都市機能誘導区域内におい
て誘導施設を休⽌または廃⽌しようとする場合は、施設を休廃⽌しようとする⽇の３０⽇前
までに、その旨を市⻑へ届ける必要があります。 

  届出制度は、都市機能誘導区域外での誘導施設の整備や、都市機能誘導区域内での
誘導施設の休廃⽌の動き、居住誘導区域外における住宅開発の動きを把握するために⾏
うものです。 

 

（２）都市機能誘導区域外における届出・勧告 

（都市再⽣特別措置法第１０８条） 

【届出の対象となる⾏為】 

開開発発行行為為  誘導施設を有する建築物の建築⽬的の開発⾏為を⾏おうとする場合 

建建築築等等行行為為  ◆誘導施設を有する建築物を新築しようとする場合  

◆建築物を改築し、誘導施設を有する建築物とする場合  

◆建築物の⽤途を変更し、誘導施設を有する建築物とする場合 

【届出のイメージ（誘導施設である食品スーパーを設置する場合）】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
《勧告》  
  届出に係る⾏為が誘導施設等の⽴地の誘導を図る上で⽀障があると認められる
時は、届出に係る事項について勧告を⾏う場合があります。 
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（３）都市機能誘導区域内における誘導施設の休廃⽌に係る届出 
及び助⾔・勧告（都市再⽣特別措置法第１０８条の２） 

《届出の対象となる⾏為》 

  都市機能誘導区域内で、誘導施設を休廃⽌しようとする場合 

 

【届出のイメージ（誘導施設の食品スーパーを休⽌または廃⽌する場合）】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

《助言・勧告》  

  新たな誘導施設の⽴地または⽴地の誘導を図るため、届出に係る誘導施設を有
する建築物を有効に活⽤する必要があると認められる時は、届出をした者に対して、
建築物の存置、その他の必要な助⾔または勧告を⾏う場合があります。 
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（４）居住誘導区域外における届出・勧告 

（都市再⽣特別措置法第８８条） 

【届出の対象となる⾏為】 

開開発発行行為為  ◆３⼾以上の住宅の建築⽬的の開発⾏為 

（例）３戸の開発行為            （例）６戸の開発行為 

 

 

 

 

 

◆1 ⼾または２⼾の住宅の建築⽬的の開発⾏為で、 

１，０００㎡以上の規模のもの 

（例）１，４００㎡、１⼾の開発⾏為 （例）９００㎡、２⼾の開発⾏為 

 

 

 

 

 

建建築築等等行行為為  ◆３⼾以上の住宅を新築しようとする場合 

（例）３⼾の建築⾏為             （例）６⼾の建築⾏為 
 

 

 

 

 

◆建築物を改築し、または建築物の⽤途を変更して 3⼾以上の住宅
とする場合 

（例）１⼾の建築⾏為 

 

 

 

 

《勧告》  

  届出に係る⾏為が住宅等の⽴地の誘導を図る上で⽀障があると認められる時に
は、届出に係る事項について勧告を⾏う場合があります。 

 

 

 

 

届出必要 届出必要 

届出必要 届出不要 

届出必要 届出必要 

届出不要 



第９章 目標値と進行管理及び届出制度 

175 
 

 

 

 

 
  



佐賀市立地適正化計画 

176 
 

 


